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告 示

�愛媛県告示第１１３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

あ お の ク リ ニ ッ ク 西条市洲之内甲１７０番地
１ 平成２７年１月５日

医療法人あき歯科医院 四国中央市妻鳥町１５６６番
地１ 令和５年８月１日

ドラッグセイムス八幡浜江
戸岡薬局

八幡浜市江戸岡１丁目４
－２ 令和５年９月１日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

青 野 健 史 あおぞら整骨院 西条市新町１７２－１ 令和５年
７月２８日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

あ お の ク リ ニ ッ ク 西条市洲之内甲１７０番地
１ 平成２７年１月４日

あ き 歯 科 医 院 四国中央市妻鳥町１６９５番
地１ 令和５年７月３１日

壬 生 川 耳 鼻 咽 喉 科 西条市円海寺１８番３ 令和５年７月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

池 田 薬 局 八幡浜市２５８－２ 令和５年７月３１日

宇 野 歯 科 医 院 新居浜市郷二丁目９００－
１ 令和５年７月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第４５６号 令和５年１０月３１日

令和５年１０月３１日火曜日 第４５６号
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�愛媛県告示第１１４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社リブラ 西条市小松町新屋敷甲２０９－
６ リブラ薬局 西条市小松町新屋敷甲２０９－

６ 令和５年７月１２日

有限会社 ウェルケアサービ
ス 今治市恵美須町２－２－１ ウェル えがお 今治市恵美須町２－２－１ 令和５年７月１７日

社会福祉法人鶴寿会 伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ ケアハウスひまわり苑 伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 令和５年８月７日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社リブラ 西条市小松町新屋敷甲２０９－
６ リブラ薬局 西条市小松町新屋敷甲２０９－

６ 令和５年７月１２日

有限会社 ウェルケアサービ
ス 今治市恵美須町２－２－１ ウェル えがお 今治市恵美須町２－２－１ 令和５年７月１７日

社会福祉法人鶴寿会 伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ ケアハウスひまわり苑 伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 令和５年８月７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人鶴寿会 伊予郡松前町鶴吉６３５－１ 指定訪問介護事業所鶴寿荘 伊予郡松前町鶴吉６３５－１ 令和元年１２月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人鶴寿会 伊予郡松前町鶴吉６３５－１ 指定訪問介護事業所鶴寿荘 伊予郡松前町鶴吉６３５－１ 平成３０年３月３１日



愛 媛 県 報令和５年１０月３１日 第４５６号

１０８１

選挙管理委員会告示

公営企業告示

�愛媛県告示第１１４５号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１４６号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和５年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� Ｎ－メチル－１－（３－メチルフェニル）プロパン－２－ア

ミン及びその塩類

� １－（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）－

２－（シクロヘキシルアミノ）ブタン－１－オン及びその塩類

� Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソブタン－

２－イル）－１－（ペント－４－エン－１－イル）－１Ｈ－イ

ンダゾール－３－カルボキシアミド及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第２条第７号の薬物のう

ち、県の区域内において濫用されるおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和５年１１月１日

�愛媛県選挙管理委員会告示第７１号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和５年１０月３１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県公営企業告示第６号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年１０月３１日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

加戸病院 喜多郡内子町内子７７１番
地

特定医療法人弘
友会

令和８年
１１月１０日
まで

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

４ 老人ホーム

１～３ 省略

４ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

玉泉 軽費老人ホ

ーム

省略 玉泉 軽費老人ホ

ーム

省略

特別養護老人ホ

ーム松前

特別養護老

人ホーム

伊予郡松前町大字

西古泉３０１－１

令和５年１０月

２４日

省略 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

高圧蒸気滅菌装置 ４台
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市湊町
四丁目４番地１伊
予鉄本社ビル２Ｆ

令和５年１０月６日
小西医療器株式会社松
山営業所
愛媛県松山市土居町１１
１８－１

２７，８００，０００円 一般競争入札 令和５年８月２５日
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１０８２

公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第８号
愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和５年１０月３１日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日等）

１ この管理規程は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県企業職員の給与に関する規程（以下「新規程」という。）附則第１３項の規定は、令和４年１０月１日から適用する。ただ

し、愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）第１７条又は第１９条の５の規定による給与の減額に

ついては、令和５年１１月１日以後に減額すべき事由が生じた場合の給与の減額について適用し、同日前に減額すべき事由が生じた場合の

給与の減額については、なお従前の例による。

（給与の内払）

３ 令和４年１０月１日からこの管理規程の施行の日の前日までの間に改正前の愛媛県企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給さ

れた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

改 正 後 改 正 前

附 則

１２ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出の特例）

１３ 救急病院看護業務手当の支給を受ける職員の勤務１時間当たり

の給与額の算出について第９条の規定によりその例によることと

される一般職給与条例第１８条の規定を適用する場合においては、

同条中「地域手当」とあるのは、「地域手当、特殊勤務手当（救

急病院看護業務手当に限る。）」とする。

附 則

１２ 省略

令和５年１０月３１日 発行


